
大規模災害時における白石市議会議員の行動マニュアル

【大規模災害時：市災害対策本部設置】

①自らの所在について

（例：自宅、○○避難所）

（例：避難先住所・・・・）

②自らの安否について

（例：ケガの有無）

（例：家族の安否など）

【震度５以上６未満：市警戒本部設置】

警戒本部設置の連絡

（＝携帯電話が使用できないとき）

（＝携帯電話が使用できるとき）
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災害時連絡体制による
連絡網の構築
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